
＜別紙１＞ 

佐川町デイサービスセンター斗賀野のご案内（重要事項説明書） 

（令和 5年 4月 1日改定） 

１ 施設の概要  

(１) 施設の名称等 

① 施設名    佐川町デイサービスセンター斗賀野荘 

② 開設年月日  平成 20年 5月 1日 

③ 所在地    〒789-1233 高岡郡佐川町中組 50-1 

④ 電話番号   0889-22-1822   ファックス番号 0889-22-1988 

⑤ 代表者名   佐川町病院事業管理者 川上雅史 

⑥ 管理者名   髙橋 洋平 

⑦ 介護保険指定番号 （3972500999号） 

 

(２) 通所介護（介護予防通所介護）サービスの目的と運営方針 

    要介護状態（介護予防・日常生活支援総合事業にあっては要支援状態）と認定された

利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が

可能な限り自宅において、自立した日常生活を送ることができるよう、心身機能の維持、

家族の介護負担の軽減などを目的とします。 

 

(３) 佐川町デイサービスセンター斗賀野荘の運営方針 

① 要介護状態（又は要支援）と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従っ

て、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにす

るとともに、利用者の居宅における生活の継続を目指した通所介護（介護予防・日常

生活支援総合事業）サービスを提供します。 

② 利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以

外、原則としてご利用者に対し身体拘束を行いません。尚、やむを得なく身体拘束を

行う場合は各専門職種での検討を行い、ご家族に説明し承諾をいただいた場合のみ行

わせていただきます。（検討した内容は別途様式に記載し保管いたします） 

③ 居宅支援介護事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他保健医療福

祉サービス提供者及び関係市町村と緊密な連携をはかり、利用者が地域において総合

的にサービス提供を受けることができるように努めます。 

④ 明るく家庭的雰囲気を重視し、ご利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすこ

とができるよう努めます。 

⑤ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、ご利用者又はその家族に対してご

利用上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者

の同意を得て実施するよう努めます。 

⑥ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドライン及

び佐川町個人情報保護条例に則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施

設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則として行わないものとし、外部



への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るようにし

ます。 

⑦ 通所介護（介護予防・日常生活支援総合事業）サービスの人員、施設及び設備並び

運営に関する基準」の規定を守り、事業を実施します。 

⑧ 職員の資質向上を図るため、随時研修を行います。 

 

(３) 施設の職員体制 

 常 勤 非常勤 業務内容 

・管理者 1名(兼務)  事業所の運営管理を行う。 

・看護職 

 1人以上 

医師の指示に基づく投薬、検温、血圧

測定等の医療行為及び利用者の看

護相談を行う。 

・機能訓練指導員 1人以上 利用者の機能訓練を行う。 

・介護職員 3人以上 利用者の主たる介護を行う。 

・生活相談員 １人以上  相談業務を行う。 

 

(４) 利用定員等  ・定員  40名 

① 機能訓練室及び食堂  99.9㎠ 

② 一般浴槽及び特殊浴槽 29.2㎠ 

 

(５) サービス提供時間・営業日・通常の送迎実施地域 

① サービス提供時間  9：00～16：00 

  ② 営業日       月～土曜日の 8：15～17：00（12/31、1/1～1/3までは休み） 

  ③ 通常の送迎実施地域 佐川町 

 

２ サービス内容 

(１) 通所介護（介護予防）サービス計画の立案 

(２) 食事 昼食  11時 50分～12時 50分 

(３) 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。ただし、

利用者の身体の状態に応じてシャワー浴となる場合があります。） 

(４) 医学的管理・看護 

(５) 介護支援 

(６) 個別機能訓練 

(７) 相談援助サービス 

(８) 基本時間外施設利用サービス（何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護サ

ービス計画で定められた通所介護利用時間の終了に間に合わない場合に適用） 

(９) その他 

これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただく



ものもありますので、具体的にご相談ください。 

 

３ 協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速

やかに対応をお願いするようにしています。 

〇協力医療機関 

・名 称 佐川町立高北国民健康保険病院 

・住 所 〒789-1201 高岡郡佐川町甲 1687番地 

  

 ◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

 

４ 施設利用に当たっての留意事項 

(１) 施設利用中の食事食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、施設内での

食事は施設側が管理する必要がありますので、お菓子等の持ち込みはご遠慮下さい。ど

うしても必要な場合にはスタッフまでお申し出ください。 

(２) 喫煙 

施設内及び敷地内は禁煙です。 

(３) 飲酒 

ご遠慮ください。 

(４) 設備・備品の利用 

施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用によ

り破損等が生じた場合、弁償していただくことがありますのでご注意ください。 

(５) 所持品・備品等の持ち込み 

金銭・貴重品の管理・・・基本的にはご遠慮ください。ただし、特別な事情があり持

ち込まれる場合はお申し出ください。所長等がお預かりいたします。お申し出がないま

ま紛失された場合は責任を負いかねます。 

(６) 宗教活動 

ご遠慮ください。 

(７) ペットの持ち込み 

ご遠慮ください。 

(８) 職員へのお心遣い 

ご遠慮ください。 

 

５ 非常災害対策 

(１) 防火設備  消火器、火災報知器を設置しております。 

(２) 防災訓練  地震訓練：年３回 火災訓練：年２回 風水害訓練：年１回 

 



６ 禁止事項 

利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

７ 要望及び苦情等の相談 

当施設の所長までお気軽にご相談ください。 

要望や苦情などは、施設管理者にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、本体

施設に備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこと

もできます。 

 

８ 第三者委員会の設置 

  なし 

 

９ 事故発生時の対応 

  当施設は事故発生時の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を

整備します。また通所リハビリテーション等のサービス提供等により事故が発生した場合、

当施設は利用者に対し必要な措置を行います。 

通所リハビリテーション等のサービスの提供等により事故が発生した場合は、速やかに関

係市町村及び利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。また、事故が発

生した際は、その原因を解明し、再発防止のための対策を行います。 

 

１０ 損害賠償 

通所介護（介護予防・日常生活総合支援事業）サービスの提供に伴って当施設の責に帰す

べき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害賠償を行

います。 

 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受人

は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

１１ 損害保険の加入 

  あり 

 

１２ 身体の拘束 

  当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合は、当施設

の担当医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由

を電子媒体に記録し保管いたします。 

 

１３ ハラスメント防止対策 

  当施設は、職員が働きやすい職場環境を実現すること、また利用者から信頼される施設を

作ることを目的として、職場のハラスメントの防止と排除のために必要な指針を定め、体制



を整備します。 

ハラスメント防止対策は、職員だけではなく利用者及びその関係者も含まれます。 

  ハラスメントの問題が発生した場合には、本体施設の衛生委員会に報告します。 

 

１４ 虐待防止対策 

高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念

に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを

目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐

待に該当する行為は行いません。 

虐待が疑われる事例が発生した場合には、その都度担当者が招集され協議するものと

します。 

 

１５ その他 

当施設についての詳細は、佐川町立高北国民健康保険病院のホームページに記載してあり

ますのでご参照ください。 

 

URL https://www.town.sakawa.lg.jp/kouhoku_hospital/ 



＜別紙２＞ 

 

通所介護（介護予防・日常生活支援総合事業）サービスについて（重要事項説明書） 

（令和 6年 6月 1日改定） 

 

１ 介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証・負担割合証を確認させていただ

きます 

 

２ 通所介護（介護予防・日常生活支援総合事業）サービスについての概要 

通所介護（介護予防・日常生活支援総合事業）サービスについては、要介護者（介護予防・

日常生活支援総合事業にあっては要支援者）の家庭等での生活を継続させるために立案され

た居宅サービス（介護予防サービス）計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、日

常生活上のお世話を行い、ご利用者の生活の質の向上、ご利用者の家族の身体的及び精神的

負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、ご利用者に関

わるあらゆる職種の職員の協議によって、通所介護（介護予防・日常生活支援総合事業）サ

ービス計画が作成されますが、その際、ご利用者、ご利用者の後見人、ご利用者の家族及び

身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくように

なります。 

 

３ 利用料金 

(１) 通所介護の基本料金 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利用時間によ

って利用料が異なります。以下は１日当たりの基本料金です） 

［３時間以上４時間未満］ 

   ・要介護１               3,700円 

  ・要介護２               4,230円 

  ・要介護３               4,790円 

  ・要介護４               5,330円 

  ・要介護５               5,880円 

［４時間以上５時間未満］ 

  ・要介護１               3,880円 

  ・要介護２               4,440円 

  ・要介護３               5,020円 

  ・要介護４               5,600円 

  ・要介護５               6,170円 

［５時間以上６時間未満］ 

  ・要介護１               5,700円 

  ・要介護２               6,730円 



  ・要介護３               7,770円 

  ・要介護４               8,800円 

  ・要介護５                9,840円 

［６時間以上７時間未満］ 

  ・要介護１                5,840円 

  ・要介護２               6,890円 

  ・要介護３               7,960円 

  ・要介護４                9,010円 

  ・要介護５               10,080円 

［７時間以上８時間未満］ 

  ・要介護１               6,580円 

  ・要介護２               7,770円 

  ・要介護３                9,000円 

  ・要介護４               10,230円 

  ・要介護５               11,480円 

 

② ９時間以上延長サービス：  ９時間以上～１０時間未満の場合     +500円 

③ 入浴介助加算                            400円 

④ 個別機能訓練加算Ⅰイ                        560円 

  個別機能訓練加算Ⅰロ                        760円 

 ※通所介護サービスの利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できない場合があ

ります。 

⑤ サービス提供体制強化加算Ⅰ                     220円 

⑥ 送迎減算（事業所が送迎を行わない場合・片道）            -470円 

⑦ 個別機能訓練加算Ⅱ                        200円/月 

 

※上記に記載している料金は 10割負担の金額となります。負担割合証にて利用料金が 1～3割

負担に変更となります。なお、料金は全て 1日単位となります。 

 

(２) 介護予防・日常生活支援総合事業の基本料金 

施設利用料（要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なります。以下は１

月当たりの自己負担分です） 

① 要支援１                                                    17,980円 

② 要支援２                                                    36,210円 

③ サービス提供体制加算Ⅰ                            ・要支援 1  880円 

・要支援 2 1760円 

④ 送迎減算（事業所が送迎を行わない場合・片道）           -470円 

 

※上記に記載している料金は 10割負担の金額となります。負担割合証にて利用料金が 1～3割



負担に変更となります。なお、料金は 1か月単位となります。 

 

(３) 通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業共通の加算 

 ① 介護職員等処遇改善加算Ⅲ              総単位数に 8.0％上乗せ 

   ② 科学的介護推進体制加算                   400円/１カ月 

 

※②に記載している料金は 10割負担の金額となります。負担割合証にて利用料金が 1～3割負

担に変更となります。 

 

(４) その他の料金（全て消費税込） 

① 食費 昼食 600円 

※原則として食堂で飲食していただきます。なお、通所介護（介護予防・日常生活支

援総合事業）の利用時間帯によっては、食事の提供ができないことがあります。 

② 送迎代（通常の事業の実施地域以外の送迎）         1ｋｍ当たり 50円 

③ 教養娯楽費  実費相当額 

④ 当施設で紙パンツ等を使用した場合  パット     29円  

紙パンツ M～L  63円 

紙パンツ L～LL  72円 

 

(５) 支払い方法 

① 毎月１２日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の２６日までにお支払

いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

② お支払い方法は、高北病院受付窓口での現金支払い、金融機関口座自動引き落としの

２方法があります。利用申込み時にお選びください。 

 


